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令不H5年 1月 31日

建設業労働災害防止協会熊本県支部長 殿

熊本労働局長

(公印省略)

労働安全衛生関係法令の規定に基づき選任等が求められる者の選任′要

件等 における高等学校卒業程度認定審査合格者の取扱いについて

労働安全衛生行政の推進につきまして、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。

さて、労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)等の規定に基づき選任等が求められる

者について、当該選任要件等の一部に、学校教育法 (昭和22年法律第26号 )に よる高等

学校を卒業した者であることを規定しているものがあります。また、当該規定では、学

校教育法による高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有する者も同様に選任等の

対象としています。

先般、文部科学省は、学校教育法第90条第 1項の規定に基づき、同条第 2項の規定に

より大学に入学した者 (い わゆる「大学への飛び入学者」)について、入学した大学で

の一定の単位修得等を要件として、高等学校において 3年の課程を修了した者と同等以

上の学力を有することを文部科学大臣が審査し、
1認

定する制度 (以下「高等学校卒業程

度認定審査制度」といいます:)を創設し、令和 4年 4月 1日 から施行しています。

第 1回の高等学校卒業程度認定審査制度の審査結果については、本年 1月 末頃に公表

(合格者に合格証書を送付)さ れる予定であり、当該制度の趣旨及び当該審査合格者 (以

下「高等学校卒業程度認定審査合格者」といいます。)に対する安全衛生関係の選任要

件等の適用については、下記のとおりですので、傘下会員又は傘下事業場に対し、周知

いただきますようお願い申し上げます。

記

1 高等学校卒業程度認定審査制度の趣旨

大学への飛び入学者は、高等学校等を中途退学して大学へ入学することとなってい

るため、大学入学後に大学を中途退学するなどして進路変更をしようとするとき、当

該学生は高等学校等卒業の扱いとなりません。こうした取扱いは就職や資格試験等の



受験において困難が生じるとともに、飛び入学の活用が促進されない一因ともされて

います。

こうしたことを踏まえ、文部科学省では、大学への飛び入学者について、高等学校

卒業と同等の法的地位や社会的評価が得られるようにするため、高等学校卒業程度認

定審査制度を創設し、令和 4年 4月 1′ 日から施行することとされました (別添 1:高
等学校卒業程度認定審査の概要)。

また、当該制度の創設に伴い、高等学校卒業程度認定審査合格者は、学校教育法施

行規則 (昭和22年文部省令第H号)第 150条 の「大学入学に関し、高等学校を卒業し

た者と同等以上の学力があると認められる者」として同条第 5号の 2に新たに追方日

(別添2:学校教育法施行規則第150条 に規定する者)さ れています。

2 高等学校卒業程度認定審査合格者に対する安全衛生関係の選任要件等の適用

学校教育法による高等学校を卒業した者であることを規定:し ている別紙 1の選任

要件等 (特定の学科を修めたことが規定されているものを除きます。)について、学

校教育法施行規則第 150条 に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認めら

れる者も同様に選任等の対象として規定しているところです。

その適用等については、平成25年 1月 16日 付け基発0116第 5号 「労働災害防止団体

法施行規則等の一部を改正する省令の施行及びボイラー及び第一種圧力容器の製造

許可基準等の一部を改正する告示の適用等について」において考え方が示されていま

す。

上記 1で示したように、「高等学校卒業程度認定審査合格者」が「高等学校を卒業

した者」と同等以上の学力があると認められる者とされたことから、労働安全衛生関

係法令の別紙 1の選任要件等について、「高等学校卒業程度認定審査合格者」は「学

校教育法施行規則第 150条 に規定する者」として取扱うこととされています。



別紙 1

学校教育法 による高等学校 を卒業 した者で あることを規定 している

選任要件等

(1)労働安全衛生規則 (昭和47年労働省令第32号 )

・店社安全衛生管理者 (第 18条 の 7)
・第一種衛生管理者免許試験の受験資格 (別表第 5)
・第二種衛生管理者免許試験の受験資格 (別表第 5)

(2)労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 (昭
和47年労働省令第44号 )

・計画作成が画者研修の講師 (第 55条 )

・労働災害防止業務従事者講習の講師 (第 69条 )

・就業制限業務従事者講習の講師 (第 83条 )

(3)作 業環境測定法施行規則 (昭和50年労働省令第20号 )

・作業環境測定士試験受験資格 (第 15条 、第 17条 )

(4)ボ イラエ及び第一種圧力容器の製造許可基準 (昭和47年 労働省告示第75号 )

・製造許可を受けようとする者が有すべき工作責任者 (別表第 1か ら別表第
6ま で )

(5)労働安全衛生規則第 5条第 3号の厚生労働大臣が定める者 (昭和47年 労働省
告示第 138号 )

・安全管理者

(6)労働安全衛生規則第 18条 の 4第 3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
を定める告示 (昭和 55年 労働省告示第82号 )

・元方安全衛生管理者

(7)安 全衛生推進者等の選任に関する基準 (昭和63年労働省告示第80号 )

・安全衛生推進者又は衛生推進者
(8)平成 4年労働省告示第 12号 (労働災害防止団体法施行規則第 1条第 2号の規

定に基づき安全管理士の資格を定める件 )

・安全管理士

(9)平成 4年労働省告示第 13号 (労働災害防止団体法施行規則第 2条第 3号の規
定に基づき衛生管理士の資格を定める件 )

・衛生管理士
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別添 1
高等学校卒業程度認定審査につしれて
背景・趣旨

○現行制度では、飛び入学者は、高等学校等を中途退学して大多へ丞学することとなっており、大学入学後に大学を中途退学するなどして
進路変更をしようとするとき、当該学生は高等学校等卒業の扱いとならず、就職や資格試験等の受験において困難が生じるとともに、飛び入
学の活用が促進されない一因ともなっている。

○グローパル化の進展に伴い激化する国際競争の中で、新たなイノベーションを創出し、国際的に活躍できる人材を育成するため、飛び入学
制度の活用を図つていくことは重要であることから、大学への飛び入学者につして、高等学校卒業と同等の法的地位や社会的評価が得られる
ための仕組みを構築することが必要である。

※参考 :六学への飛び入学者 (累計)144名 (令和 3年 5月時点)

制度内容

○制度概要
大学への飛び入学者について、

ヽ

○審査委員会
高等学校、大学関係者等を委員として構成する。

「
ヽ

の学力」を有することを文部科学大臣が認定する。

○審査の流れ
審査は年 1回以上実施 (時期等はインタ

O認定の効果
認定審査に合格した者を高等学校卒業程度認定審査合格者と

する。同合格者に対して合格証書を授与する。
また、学校教育法施行規貝Jを改正し、同合格者を大学に入学す

ることのできる者に加え、高等学校卒業と同等の法的地位を与える。
―ネット等により公表)。

G単位棒得に関する C単位修得に関する
証明書を発行 証瞬書の発行を依頼

在籍した大学・高校 審査委員会

○認定の基準

①高等学校で50単位以上を修得していること (高等学校以外の学校
種の場合には、高等学校における50単位以上の修得に相当する学修
の成果を有すること等)

②大学で16単位以上を修得していること
③修得した単位の分野姥 しく偏つていないこと

ヽ

(通知 )」 (令和 4年 4月 1日 )

・飛び入学制度の実施大学は、飛び入学の検討者や既に飛び入学
した者に対して、認定審猶だつぃて周知いただきたいこと。
・各大学は、飛び入学制度の導入及び積極的な活用を改めて検討
されたいこと。その際、飛び入学制度の適切な運用を図ること。
・各高等学校等は、飛び入学のために中途退学した者に対し、認定
審査の利用の有無に関わらず、本人の希望も踏まえつつ、卒業生に
準じた酉己慮を検討いただきたいこと。
(例)卒業アルバムや同窓会名簿等への掲載、卒業式や卒業生

の参加するイベント等への招待、一般の「卒業生」に代わる呼称 (例
え(よ「名誉卒業生」や「同窓生」等)の検討

Ｉ
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Ｉ
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文部科学大臣





男叫彰代2

学校教育法施行規則第 150条 に規定する者

学校教育法施行規則第 150条 には、次の者が規定されていること (下線部分は

高等学校卒業程度認定制度の創設を受けた改正部分)。

ア 外国において学校教育における12年 の課程を修了した者又はこれに準ず

る者で文部科学大臣の指定したもの

イ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定し

た在外教育施設の当該課程を修了した者

ウ 専修学校の高等課程 (修業年限が 3年以上であることその他の文部科学

大臣が定める基準を満たすものに限るb)で文部科学大臣が別に指定する

ものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

工ヽ 文部科学大臣の指定 した者

オ 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格
した者 (旧 規程による大学入学資格検定に合格 した者を含む。)

力 学校教育法第 90条第 2項 の規定 によ り大学 に入学 した者で あつて 、高等

学校卒 程度認 定審 規則 (令和 4年文部科学省令第 18号 )工による高等学

キ 学校教育法第90条第 2項の規定により大学に入学した者であって、当該
者をその後に入学させる大学において、大学における教育を受けるにふさ
わしい学力があると認めたもの

ク 大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同
等以上の学力がある七認めた者で、18歳 に達したもの




